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仙台市役所本庁舎低層部等運営事業  

基本協定書（例） 

 

 仙台市（以下、｢甲｣という。）と〇〇〇（以下、｢乙｣という。）とは、仙台市役所新本庁舎低層部等

運営事業の運営に関して、次のとおり基本協定（以下、「本協定」という。）を締結する。 

 

第１章 総則 

 

 (用語の定義) 

第１条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 募集要項 甲が本事業に関して令和８年３月 16日に公表した本事業の事業者募集に係る「仙台

市役所新本庁舎低層部等運営事業 事業者公募型プロポーザル募集要項」（修正があった場合

は、その後の記述による。）をいう。 

(２) 募集要項等 募集要項及びその付属書類（以下に示すア〜カの書類、ア〜カの書類に対する質

問回答書、及びこれらに付随して甲が発出した書類（いずれも修正があった場合は、修正後の

記述による。）により構成される）をいう。 

ア 募集要項 

イ 様式集及び記載要領 

ウ 要求⽔準書 

エ 優先交渉権者選定基準 

オ 基本協定書（案）  

カ 個別事業契約書 

(３) 「事業提案書」とは、乙が本事業に関して甲に提出した事業提案書（乙が作成した質問に対す

る甲からの回答書及び本基本協定締結までに乙が提出したその他の一切の書類で甲が事業提

案書に含まれると認めたものを含む。）をいう。 

(４) 「事業者」とは、有識者により構成する選定委員会等の意見を踏まえて、本事業の第二次審査

参加者のうち、優先交渉権者として選定され、甲が本事業を実施することが適当と認めたもの

で、本協定の締結主体となる、単体企業又は複数の企業によって構成されるグループをいう。 

(５) 「本施設」とは、甲が整備する新本庁舎第１期エリアの一部、新本庁舎第２期エリアの一部及

び新本庁舎敷地内広場を含む新本庁舎低層部施設をいう。 

(６) 「敷地内広場及び大会議室」とは、本施設のうち、甲が乙に対して、敷地内広場及び大会議室
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賃貸借契約（次条で定義する。）に基づき賃貸する施設をいう。 

(７) 「市民協働エリア」とは、本施設のうち、甲が乙に対して、市民協働機能運営業務委託（次条

で定義する。）に基づき運営業務を委託するエリアをいう。 

(８) 「一体的利活用エリア」とは、本施設に加え、道路（表小路線、つなぎ横丁）及び勾当台公園

にぎわいの広場を対象に、甲が乙に対して、一体的利活用促進業務委託（次条で定義する。）に基

づき運営業務を委託するエリアをいう。 

(９) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、テロ、その他自然

的 又は人為的な現象のうち予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰す

ことのできないものをいう。 

(10)「法令変更等」とは、法令、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定

める全ての規程、判断、措置等の制定、変更又は廃止をいう。 

 (協定の目的) 

第２条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、以下に示すア～オの個別事業契約書に基づき本事業

を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

ア 開業準備業務委託契約（新本庁舎第１期エリア、新本庁舎第２期エリア） 

イ 一体的利活用促進事業委託契約 

ウ 敷地内広場及び大会議室賃貸借契約 

エ 市民協働機能運営事業委託契約 

オ 建物賃貸借契約（新本庁舎第１期エリア、新本庁舎第２期エリア） 

２ 甲及び乙は、本協定及び個別事業契約書に基づき、募集要項等及び事業提案書類に基づき以下

の事業内容を実施する。 

（１） 開業準備業務 

乙は、本協定の締結及び開業準備業務契約締結後、開業準備業務を実施する。 

（２） 一体的利活用促進事業  

甲は、一体的利活用エリアにおいて、乙に対して、一体的利活用促進業務委託を行う。 

（３） 敷地内広場及び大会議室運営事業  

甲は、敷地内広場及び大会議室において、乙に対して、敷地内広場及び大会議室賃貸借契約に基

づき賃貸を行う。 

（４） 市民協働機能運営事業  

甲は、市民協働エリアにおいて、乙に対して、市民協働機能運営業務委託を行う。 

（５） テナント運営事業  

ア 甲は、本施設の一部（以下「テナント機能及びテナント付属機能」という。）において、乙に

対して、建物賃貸借契約に基づき賃貸を行う。 

イ 乙は、建物賃貸借契約の締結後、内装工事等を行う。 
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３ 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して業務を実施するものとする。 

業務内容 担当法人 

開業準備業務 ●● 

一体的利活用促進事業 ●● 

敷地内広場及び大会議室運営事業 ●● 

市民協働機能運営事業 ●● 

テナント運営事業 ●● 

 

 (第三者への再委託) 

第３条 乙は、本事業の業務の実施にあたり、担当する業務の一部を第三者に再委託させるときは、

当該第三者の名称及び同人に委託する業務内容を明示した上で、事前に甲の書面による承諾を得

なければならない。ただし、主たる業務を第三者に再委託し、又は請け負わせることは認めない。 

2  前項の規定に基づく再委託は、全て当該業務の事業者の責任において行い、当該受任者又は請

負人の責めに帰すべき事由は、当然に当該業務の事業者の責めに帰すべき事由とみなす。 

3  第 1 項に基づき乙が担当する業務の一部を第三者に再委託したことにより本事業の実施に支障

が生じた場合には、甲は、当該業務の事業者に対して、当該受任者の変更その他適切な措置の実施

を求めることができるものとする。 

 (本協定締結前の合意事項) 

第４条 甲及び乙が、本協定の締結前に本事業に関して書面で合意した事項は、本協定締結後もそ

の効力を有し、乙は、本協定及びその合意内容に従って本事業を実施することを確認する。ただ

し、本協定の規定とかかる合意が相反する場合は、本協定の規定が優先するものとする。 

 (募集要項等及び事業提案書類の変更) 

第５条 甲は、必要があると認める場合は、乙に対して募集要項等の変更にかかる協議を求めるこ

とができる。乙は、必要があると認める場合は、甲に対して事業提案書類の変更にかかる協議を求

めることができる。ただし、募集要項等及び事業提案書類の変更の要因が、法令変更等又は不可抗

力（以下「不可抗力等」という。）による場合には、乙は、甲に対し、事業期間の延長又は本契約

に基づく履行義務の一部の減免又は合理的な範囲における増加費用の負担を求めることができる。 

 (損害賠償) 

第６条 乙は、本事業の業務の実施に関連して担当する業務の履行に際して乙の責めに帰すべき事

由により甲、他の業務の事業者又は第三者に損害を及ぼしたときは、当該損害の一切を賠償しな

ければならない。 

２ 甲は、甲の責めに帰すべき事由により、個別事業契約の締結に至らなかった場合、既に甲及び乙

が本事業の準備に関して支出した費用の負担は、甲と乙の協議によって決定されるものとする。 

３ 甲及び乙のいずれの責めにも帰すべからざる事由により、個別事業契約の締結に至らなかった
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場合は、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用その他 の損害又は増加費用について

は各自これを負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。 

(報告義務) 

第９条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに甲に対してその旨を書面により報告

しなければならない。 

（１） 名称、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。 

（２） 定款を変更したとき。 

（３） 合併、解散又は営業を停止し、若しくは廃止しようとするとき。 

（４） 強制執行、仮差押、仮処分又は競売の申立てを受けたとき。 

（５） 再生手続若しくは更生手続の開始又は破産の申立て（自己申立を含む。）があったとき。 

（６） 整理の開始若しくは特別清算開始の申立て（自己申立を含む。）又は通告によるこちらの開

始の命令があったとき。 

２ 乙は、前項の規定による報告を行うときは、当該内容が確認できる書類を添付するものとする。 

 

第２章 個別事業 

 

 (開業準備業務委託契約の締結) 

第１０条 開業準備業務については、甲と乙は協議の上、第２条に掲げる開業準備業務委託契約（新

本庁舎第１期エリア、新本庁舎第２期エリア）を締結し、それに基づき実施する。 

 (一体的利活用促進事業業務委託契約の締結) 

第１１条 一体的利活用促進事業については、甲と乙は協議の上、第２条に掲げる一体的利活用促

進事業業務委託契約を締結し、それに基づき実施する。 

 (敷地内広場及び大会議室賃貸借契約の締結) 

第１２条 敷地内広場及び大会議室運営事業については、甲と乙は協議の上、第２条に掲げる敷地内

広場及び大会議室賃貸借契約を締結し、それに基づき実施する。 

(市民協働機能運営業務委託契約の締結) 

第１３条 市民協働機能運営事業については、甲と乙は協議の上、第２条に掲げる市民協働機能運

営事業業務委託契約を締結し、それに基づき実施する。 

 (建物賃貸借契約の締結) 

第１４条 テナント運営については、甲と乙は協議の上、第２条に掲げる建物賃貸借契約（新本庁舎 

第１期エリア、新本庁舎第２期エリア）を締結し、それに基づき実施する。 
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第３章 是正要求 

 

 (是正要求) 

第１５条 甲は、乙が実施する本事業の業務が本協定、募集要項等及び事業提案書類に相違すると

判断したときは、当該業務の事業者にその是正を求めることができる。 

２ 当該業務の事業者は、前項に基づく是正要求に対して意見を陳述できるものとし、その内容が

合理的であると認められるときは、甲は当該要求を取り下げる。 

３ 当該業務の事業者は、第１項に基づく是正要求を受けた場合（ただし、前項に基づき甲が要求を

取り下げた場合を除く。）、速やかに改善計画を作成し、甲の確認を得た上で、自らの責任及び費用

負担において是正措置を講じ、その結果を甲に報告しなければならない。 

４ 当該業務の事業者は、第１項に基づく是正要求を受けたにもかかわらず（ただし、第２項に基づ

き甲が要求を取り下げた場合を除く。）、当該業務の事業者が合理的な期間内に是正措置を講じな

いことにより 甲に生じた追加費用及び損害を負担する。 

 

第４章 不可抗力等 

 

 (不可抗力等) 

第１６条  甲及び乙は、不可抗力等により本協定に規定する自らの義務の履行ができなくなった場

合は、速やかにその内容詳細を相手方に通知するものとし、相手方に発生する追加費用及び損害

を最小限にするよう努めなければならない。 

２ 乙は、不可抗力等により、本事業の業務の実施に関して追加費用及び損害が発生した場合は、速

やかにその内容について甲に報告した上で、対応方法、費用負担等について甲と最長１８０日間

協議できるものとする。当該期間内に合意が成立しなかった場合、追加費用及び損害の負担方法

は、 甲が決定する。なお、乙は、不可抗力等により発生する追加費用及び損害を最小限にするよ

う努めなければならない。 

３ 甲及び乙は、不可抗力等により本事業の継続が不能となった場合又は過分の追加費用を要する

こととなった場合は、第２５条[不可抗力等による解除の効力]の規定に従う。 

 

第５章 協定・契約の終了 

 

 (有効期間) 

第１７条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、本件契約等がすべて終了した

日を終期とする期間とする。 
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２ 前項の定めに関わらず、開業準備業務委託契約が締結に至らないことが明らかになったと認めら

れる場合には、開業準備業務委託契約の締結不調を甲が乙に通知した日をもって本基本協定は終了

するものとする。 

３ 本基本協定の終了後も、第２８条（秘密保持）の定めは有効とし、当事者を拘束し続けるものと

する。 

（契約の解除による終了） 

第１８条 前条の規定に関わらず、本協定は、個別事業契約のいずれかが解除された場合に、原則と

してその解除日をもって終了する。 

 

第６章 契約の解除等 

 

 (乙の帰責事由による解除) 

第１９条 甲は、乙に関して次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、本協定を解

除することができる。 

（１） 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する

倒産 手続開始の申立（日本国外における同様の申立を含む。）があったとき、事業者の取締役

会 若しくはその他の権限ある機関が当該申立を行うことを決議したとき、又はこれらの手続

が開始されたとき。 

（２） 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。 

（３） 本事業の全部又は一部の遂行を放棄し、３０日間以上当該状態が継続したとき。 

（４） 本協定における義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令に違反し

たとき。 

（５） 本協定上の義務の履行が乙の責めに帰すべき事由により不能となったとき。  

（６） 本事業の業務の実施において募集要項等及び事業提案書類に基づく業務内容を達成できず、

かつ、是正要求を講じても募集要項等に基づく業務内容を達成することができないとき。 

（７） 甲に対して提出した業務報告書その他の書類における記載において、事実と異なるものが

あることが明らかになり、是正要求を講じても訂正がなされないとき。 

(反社会的勢力の排除) 

第２０条 甲は、乙が仙台市暴力団排除条例に基づく暴力団に該当し、若しくは次の各号に掲げる

事項のいずれかに該当する場合は、本協定及び本件にかかる契約を解除することができる。この

場合において、解除により乙に損害が生じても、甲はその損害の賠償の責を負わない。 

（１） 乙の役員若しくは実質的に経営に関与する者又は従業員等（以下「役職員等」という）が暴

力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力、又は反社会的勢力であった場合。 

（２） 乙の役職員等が反社会的勢力に対し、不適切な出資、貸付、資金若しくは役務提供等をして
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いる場合、又は社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている場合。 

（３） 前各号に掲げる場合のほか、乙の役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係

を持っている場合。 

（４） 乙の役職員等が自ら、又は第三者を利用して、相手方に対して暴行、傷害、脅迫、恐喝、威

圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行った場合。 

 (甲の帰責事由による解除) 

第２１条 乙は、甲が本協定上の義務を履行しなかった場合においては、甲と協議した上で、本協定 

を解除することができる。 

 (不可抗力等による解除) 

第２２条 不可抗力等により本事業の継続が不能と判断された場合は、甲と乙は、相手方と協議の 

上、本協定及び本件に係る契約 （既に履行が完了したものを除く。）を解除することができる。  

２ 不可抗力等により、本事業の継続に過分の追加費用を要することとなった場合は、甲と乙は相手

方と協議の上、本協定を解除又は変更することができる。 

（乙の帰責事由による解除の効力） 

第２３条 甲は、第２１条（甲の帰責事由による解除）又は第 ２０条（反社会的勢力の排除）によ

り本協定が解除された場合、甲が必要と認めた場合には、乙は自ら又は甲が選定した代替実施者

に対し、必要な引き継ぎについて協力しなければならない。  

 (甲の帰責事由による解除の効力) 

第２４条 甲は、第２１条（甲の帰責事由による解除）に基づく本協定の解除又は継続を乙と合意し

た場合、乙は、前項に基づく本協定の解除に起因して事業者に発生した追加費用及び損害の負担

を、合理的な範囲において、甲に請求することができる。 

 (不可抗力等による解除の効力) 

第２５条 第２２条（不可抗力等による解除）により本協定が解除される場合には、甲及び乙は双方

協議の上、これを甲が定める。この場合の双方の損害賠償についても同様とする。 

 

第７章 契約終了時の事務 

 

(関係書類の引渡し等) 

第２６条 乙は、理由の如何を問わず本協定が終了したときは、本事業に関し乙が作成した一切の

書類のうち、甲が合理的に要求するものを、甲に対して引き渡す。 

(権利義務の譲渡) 

第２７条 乙は、本協定及び本件にかかる契約に別段の定めのある場合、又はやむを得ない事情が

あり、かつ甲の事前の書面による承諾がある場合のほか、本協定及び本件にかかる契約上の地位

及び権利義務を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分をしてはならない。 
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(秘密保持) 

第２８条 甲及び乙は、本事業、本協定及び本件にかかる契約に関して知り得たすべての情報のう

ち次の各号に掲げる以外のもの（以下「秘密情報」という。）について守秘義務を負い、当該情報

を漏らしてはならない。  

（１）  開示の時に公知である情報。 

（２）  開示者から開示を受ける以前に既に被開示者が自ら保有していた情報。 

（３）  開示者が本協定及び本件にかかる契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾し

た情報。 

（４）  開示者から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らかの秘密保持義務を課され

ることなく取得した情報。 

（５）  開示者から開示を受けた後被開示者の責めによらないで公知となった情報。 

（６）  裁判所等により開示が命ぜられた情報。 

（７）  甲が法令又は情報公開条例等に基づき開示する情報。 

（８）  甲が仙台市議会の請求に基づき開示する義務を負う情報。 

（９）  乙が本事業に関する資金調達のために必要として開示する場合（ただし、融資金融機関が、

本事業、本協定及び本件にかかる契約に関して知り得たすべての情報のうち本項第１号又は

第６号に掲げる以外のものについて守秘義務を負うこと。ただし、第２項又は第４項におけ

る乙の秘密保持に関する義務と同等の義務を負うことについて、乙に対し事前に書面にて誓

約した場合に限る。）  

２ 甲及び乙は、本事業の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。 

３ 乙は、委託先等への見積依頼や契約の締結又は弁護士や公認会計士等の専門家への相談を行う

場合、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで、第三者に秘密情

報を開示することができる。 

４  前項の場合において、乙は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用す

ることのないよう適切な措置を講ずるものとする。 

(協議) 

第２９条 本協定のいずれにも定めのない事項又は各条項の解釈について疑義が生じた場合は、甲

及び乙はそれぞれ誠意をもって協議し、解決にあたるものとする。 

２ 本協定、本件にかかる契約、募集要項等及び事業提案書類の間に齟齬がある場合は、本協定、本

件にかかる契約、募集要項等、事業提案書類の順に優先して適用されるものとする。ただし、事業

提案書類の内容が募集要項等に示された仕様又は水準を上回るときは、事業提案書類の内容が優

先する。 

(本協定の変更) 

第３０条 本協定及び本件にかかる契約の規定は、甲及び乙の書面による合意がなければ変更でき
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ない。 

(雑則) 

第３１条 本協定及び本件にかかる契約並びにこれらに基づき締結される全ての合意に定める請求、

通知、報告、申出、確認、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 

２ 本協定及び本件にかかる契約は、日本国の法令に準拠する。 

３ 本協定及び本件にかかる契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる言語は、日本語とする。   

４ 本協定及び本件にかかる契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、円とする。 

５ 本協定及び本件にかかる契約の履行に関して甲及び乙の間で用いる計量単位は、募集要項等及

び事業提案書類 に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号。その後の改正

を含む。）の定めるところによる。 

６ 本協定の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。 

(準拠法及び管轄裁判所) 

第３２条 本協定は、日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の法律関係に基づく訴え

については、仙台地方裁判所を管轄裁判所とする。 

 (本事業の引継ぎ) 

第３３条 乙は、期間が満了したとき、又は甲との契約を取り消されたときは、甲の指示するところ

により、本事業に必要な書類を速やかに次の期間に係る事業者又は甲に引渡し、本事業の引継ぎ

を行わなければならない。 

２ 前項の規定により乙が次の期間に係る事業者と本事業の引継ぎを行うときは、書面を取り交わ

し、その写しを甲に提出しなければならない。 

３ 甲は、第１項の規定にかかわらず、甲が必要と認める場合には、期間の満了に先立ち、期間を定

めて乙に対して次の期間に係る事業者への本事業の引継ぎを求めることができる。 

４ 乙は、甲から前項の求めがあったときは、その求めに応じなければならない。 

 (協定の改定) 

第３４条 甲及び乙は、特別の事情がある場合に限り、協議の上この協定を改定することができる。 

 (その他) 

第３５条 この協定に関し疑義が生じた事項及びこの協定に定めのない事項は、甲乙協議の上定め

る。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各 1通を所持する。 
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令和  年  月  日 

 

（甲） 仙台市青葉区国分町三丁目 7番 1号    

  仙台市               

   代表者 市 長      

 

（乙） 仙台市○○区△△△□□丁目       

   △△△                

   代表者 □□□  ○ ○  ○ ○   

 

 

 

※乙が複数の事業者で構成される場合は、適宜、事業者の欄を追加すること 


